
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成１９年８月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ワイヤレス写真ビューワー（ワイヤレス写真立て） 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、携帯電話等から送信される画像データを受信し、写真立て状の液晶モ

ニターに受信した静止画像を表示するものである。 

 画像データは、１００枚分程度まで保存することができる。 

 （動画を表示することはできない。） 

 

 

○構造、仕様、意匠 

 定 格：１００～２４０Ｖ、５０－６０Ｈｚ、 

 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、光源及び光源応用機械器具であるが、液晶画面に静止画を表示するも

のであることから、「ビューワー」に該当しない。また、照明を目的としたもので

ないことから、「電気スタンド」等にも該当せず、広告・宣伝に用いられないこと

から、「広告灯」にも該当しない。 

したがって、「非対象」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 


